
○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
タ
イ
王
国
の
監
督
用
又
は
証
明
用
の
印
章
又
は
記
号
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

灰色

農業用製品及び食品。アルコール飲料及びノンアルコ

ール飲料。米。籾米。コーヒー。茶。魚。牡蛎（生き

ているものに限る）。牡蛎（生きているものを除く）。

牛肉。ローストした豚肉。洋菓子。パーム糖。卵。ク

ラッカー。果物。アルコール漬け、その他の保存加工

をした果物。果物飲料。グレープフルーツ。パイナッ

プル。ドリアン。バナナ。茘枝。オレンジ。ライム。

マンゴー。マリアンプラム。唐辛子。竜眼。ココナッ

ツ。ラングサット。タマリンド。サントル。ローズア

ップル。栗。クワの実。絹。絹紡糸（の織物）。絹糸、

蚕糸。手織物。モルタル。傘。真珠。ボウル。陶磁器。

かばん。睡眠用マット。マット。ぶどう酒。スピリッ

ツ (蒸留酒 )。



○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
タ
イ
王
国
の
記
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名
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黒
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黒

黒
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○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
欧
州
連
合
鉄
道
機
関
の
標
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

な
お
、
平
成
二
十
二
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
三
十
八
号
（
欧
州
鉄
道
機
関
の
標
章
を
指
定
す
る
件
）
は
廃
止
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名
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○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
ス
イ
ス
連
邦
の
紋
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

赤

黒



○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
の
記
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

白

水色
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